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総 務 企 画 局

【４年請願第３号】 

非核平和都市宣言の早期実施について 



【４年請願第３号】非核平和都市宣言の早期実施について

１ 請願事項 

 市長が目指すアジアのリーダー都市にふさわしい福岡市非核平和都市宣言

を発表し、被爆国の国民として、姿勢を示してほしいと考えます。 

よって、以下の事項を請願します。 

（１） 市は非核平和都市宣言を早期に実施すること

２ 請願事項に関連する本市の主な取組み状況 ※（ ）内は議会の決議・意見書 

○昭和６２年１０月に策定した福岡市基本構想の目的に、「日本、アジア、

世界の平和と繁栄に貢献していくこと」を掲げた。（資料１参照）

・平成元年３月、議会において「平和都市宣言に関する決議」を可決。

（資料２参照）

○平成２年９月、「アジア太平洋都市宣言」を制定。（資料３参照）

・平成７年６月、議会において「核兵器全面禁止・廃絶国際条約の

締結を求める意見書」を可決。（資料４参照）

・平成２１年６月、議会において「核兵器のない世界を求める意見書」

を可決。（資料５参照）

○平成２２年７月、平和首長会議へ加盟。

※平和首長会議の概要

核兵器廃絶及び世界恒久平和の実現を国際規模で喚起するため、広島市

長の呼びかけにより昭和５７年に設立。

加盟都市数：世界１６６カ国・地域８，１８８都市（令和４年７月１日現在）

（うち国内加盟都市 １，７３７都市）

○平成２３年度より、平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に核兵器

廃絶に向けた取組の推進について要請。（資料６参照）
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○平成２４年１２月に策定した福岡市基本構想の目的に改めて、「日本、アジ

ア、世界の平和と繁栄に貢献していくこと」を掲げた。（資料７参照）

・平成２９年３月、議会において「核兵器禁止条約の実現へ向けた取組

に関する意見書」を可決。（資料８参照）

・令和元年９月、議会において「核兵器禁止条約の締結を求める意見書」

を可決。（資料９参照）

・令和３年１０月、議会において「核兵器禁止条約第１回締約国会議へ

の日本政府のオブザーバー参加を求める意見書」を可決。（資料１０参照）

・令和４年６月、議会において「非核三原則の堅持及び核兵器廃絶に向け

て主導的な役割を果たすことを求める意見書」を可決。（資料１１参照）

３ 請願に対する考え方 

本市としては、これまでの取組みを踏まえ、今後とも、市民の平和と安  

全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行っていく。 
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資料１
＜昭和62年10月策定福岡市基本構想　抜粋＞
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資料２
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○アジア太平洋都市宣言（平成２年９月１日 福岡市）

（福岡市が，２１世紀に向けて今後とも一層アジア太平洋地域との交流を深め，アジア太平洋

地域の，ひいては世界の平和に貢献していくことを国内外にアピールするため，「アジア太平

洋都市」を宣言することとし，平成２年９月１日，アジアマンス開幕セレモニーにおいて発表

したもの。）

アジア太平洋都市宣言

 福岡は西の海にひらかれた，古い都市の一つです。福岡はまた，古来アジア太平洋と深いかかわり

をもちつづけて来たところでもあります。ですから福岡は，日本で最も古い国際都市ということがで

きます。

 いま，アジア太平洋の時代に向かって，過去の歴史から学び，世界の明日を考える福岡の開かれた

心は，再び新しい時の流れにめざめようとしています。この，アジア太平洋という豊かな風土と自然

にはぐくまれた私たち，私たちは同じアジア太平洋の諸都市に生きる市民であり家族です。国の違い，

民族の違い，文化の違いをこえて，身近な日々の生活から，生きた言葉でわけへだてなく語り合い，

ともに直面する現実をともに解決していく心を，次の世代，さらに生まれ来る世代がうけつぐよう，

努力をつづけたいと思います。

 この希いをこめて，アジア太平洋における真に人間的な交流と協調の場，人の都・福岡としていく

ため，私たちはここに，福岡を「アジア太平洋都市」として宣言します。

  アジア太平洋のすべての人々とともに

１．お互いのであいとふれあいを進めよう。

２．お互いの生活と文化を正しく理解しよう。

３．お互いの健康と平和を守ろう。

４．お互いの現在を真剣に語り合おう。

５．お互いの生きる立場を正しく認め合おう。

1990年9月1日 

福 岡 市

資料３

5



意見書案第４号
        核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める意見書案

 上記の意見書案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

                                         平成７年６月２１日
福 岡 市 議 会
 議 ⾧  石 村 一 明 様

                     提出者 福岡市議会議員 
                         光 安   力  浜 地 輝 一  進 藤 邦 彦 
                         渡 辺 健 生  小 川 周 一  津 田 隆 士 
                         浜 田 雅 之  叶   忠 信  荒 木 龍 昇 
                         志 岐 安 彦  ⿁ 塚 正 俊  原 田 祥 一 
                         高 田 保 男  田 中 慎 也  高 山 博 光

        核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める意見書

 広島、⾧崎への原爆投下から、間もなく半世紀を迎えようとしています。
 一瞬にして十数万の人命を奪い、二つの都市を壊滅させ、今なお三十数万人の被爆者を苦しめている核戦争の惨禍
と、その後の世界各地での核実験による被害は、人類が核兵器とは共存できないことを明白に示しています。こうし
た中で、核兵器廃絶を求める「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」署名は、世界160 カ国で取り組まれ、我が国で
は、1985年以来10年間に4,680 万人に達するなど、国内外の草の根からの核兵器廃絶の世論が広がっています。
 しかるに、核兵器のない平和な世界を求める諸国民の願いに反して、核保有国には、今なお相当数の核兵器が保有
されており、21世紀に入ってもかなりの核兵器を残す計画となっています。
 今日、地球を核破局から救い、世界の平和を実現する上で、核実験・核兵器の全面禁止・廃絶に代わる案はなく、
そのための国際条約の締結は、世界平和、人類の生存にとって死活的かつ緊急の課題となっています。  よって、
福岡市議会は、政府が、唯一の被爆国として、核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、配備、貯蔵などの一切を禁
止する「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」を一日も早く締結するよう、関係諸外国に対し、格段の努力を尽くされる
よう強く要請します。
 地方自治法第99条第２項の規定により意見書を提出します。 
                                          平成 年 月 日 
 内閣総理大臣┐
       ├あて
 外務大臣  ┘ 
                                           議  ⾧  名

資料４
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資料５
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内閣総理大臣 岸田 文雄 様 

核兵器廃絶に向けた取組の推進について（要請） 

 １９４５年８月、広島・長崎両市は原子爆弾により一瞬にして廃墟と化し、両市合わ

せて２１万人もの人々の尊い命が奪われました。かろうじて生き残った被爆者は、放射

線による後障害等に苦しみながらも「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と訴

え続けています。 

 そうした被爆者の強い思いが国際社会を動かし、今年１月２２日には核兵器禁止条

約の発効に至りました。この条約は、史上初めて、核兵器が全面的に禁止されるべき対

象であることを明確にする根本規範であり、人類の生存を脅かす核兵器の脅威から人

類を守る画期的な国際約束です。 

一方で国際情勢を見ると、世界には未だ１万３千発もの核兵器が存在しており、国益

追求を重視する中で、核保有国は核兵器の近代化と増強を進め、核兵器使用の危険性は

冷戦以降最も予断を許さない状況にあります。こうした状況は、被爆者を始め平和を希

求する全ての人類が切望する核兵器のない世界への道のりを断ちかねないものであり、

断固として打開しなければなりません。そのためには、為政者が、核兵器の存在を前提

にして、国家の安全保障のためには先制使用もあり得ると考える核抑止政策から、人間

の安全保障を根底とした核兵器に依存しない政策へと転換する道を今こそ真剣に模索

する必要があります。 

現在、世界の１６５の国・地域から８，０５４都市、その内日本国内では全体の

９９．６％に当たる１，７３４の市区町村が加盟している平和首長会議は、核兵器の廃

絶と世界恒久平和の実現を市民社会の総意とするために、市民一人一人が暴力のない

平和な日常生活の持続を願い行動する文化、すなわち平和文化を振興し、市民社会に平

和の潮流をつくって核兵器のない平和な世界の実現に向けて為政者を後押しする取組

を進めています。また、そうした取組により、各国政府に対して、核兵器禁止条約へ署

名・批准するよう訴えています。 

平均年齢が８４歳近くとなった被爆者は、一刻も早く核兵器廃絶への道筋が確かな

ものになることを望んでいます。唯一の戦争被爆国である日本政府には、被爆者の願い

を真摯に受け止めて、来年１月に開催されるＮＰＴ再検討会議では核軍縮を確実に進

展させるために核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たしていただくよう、

また、来年３月に開催が予定される核兵器禁止条約の第１回締約国会議においては、オ

ブザーバーとして参加して核兵器廃絶のためにリーダーシップを発揮していただくよ

う、更には、一刻も早く核兵器禁止条約の締約国となっていただくよう要請いたしま

す。 

令和３年（２０２１年）１１月１８日 

平和首長会議国内加盟都市会議 

代表  平和首長会議 会 長 広島市長 松井 一實 

副会長 長崎市長 田上 富久 

資料６
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資料７＜平成24年12月策定福岡市基本構想　抜粋＞
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意見書案第 ２ 号

核兵器禁止条約の実現へ向けた取組に関する意見書案

上記の意見書案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。

平成29年３月28日

福 岡 市 議 会

議長 おばた 久 弥 様

提出者 福 岡 市 議 会 議 員

堤 田 寛 調 崇 史 阿 部 真之助

楠 正 信 浜 崎 太 郎 とみなが 正博

森 あや子 三 角 公仁隆 倉 元 達 朗

中 山 郁 美 近 藤 里 美 田 中 丈太郎

核兵器禁止条約の実現へ向けた取組に関する意見書

1945年８月６日と９日，米軍が投下した２発の原子爆弾は，一瞬に広島・長崎を壊滅させ，

数十万もの人々を無差別に殺傷しました。

生き残った被爆者は，「再び被爆者をつくるな。核兵器を地球上からなくそう」と訴え続け，

日本の反核平和運動の高まりとともに，その声は世界中に広がっています。

また，2015年10月21日の第70回国連総会において初めて，「核兵器の人道上の結末」につい

ての決議が144か国の賛成で採択されるなど，核兵器が，兵士か一般市民かを区別することな

く，大量に人間を殺傷し，放射線の後障害により，長期間にわたって不必要な苦痛を与える非

人道的な兵器であることは，今や国際的な共通認識になりつつあります。

こうした中で，2016年12月23日の第71回国連総会において，核兵器を禁止・廃絶する条約の

交渉を開始する決議が113か国の賛成で採択され，交渉会議が本年３月から国連で始まること

になりました。このことは本市も加盟する平和首長会議が強く求めてきたことであり，核兵器

の廃絶へ向け大きな一歩となります。唯一の被爆国の政府として，交渉会議の場での積極的な

役割が今ほど求められているときはありません。

よって，福岡市議会は，政府が，核兵器を禁止・廃絶する条約の実現のために，交渉会議に

参加し，イニシアチブを発揮されるよう強く要請します。

以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成 年 月 日

内閣総理大臣，外務大臣 宛て

議 長 名

資料８
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意見書案第 ８ 号 

核兵器禁止条約の締結を求める意見書案 

上記の意見書案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

令和元年９月24日 

福 岡 市 議 会 

議長  阿 部 真之助 様 

提出者 福 岡 市 議 会 議 員 

松 尾 りつ子 森   あやこ 倉 元 達 朗

田 中 たかし 近 藤 里 美 池 田 良 子 

核兵器禁止条約の締結を求める意見書 

2017年７月，核兵器を全面的に違法化する核兵器禁止条約が，国連で採択されました。核を

使用すると威嚇を行うことの禁止も盛り込まれ，核抑止力の考え方を明確に否定することにつ

ながるものとなっています。 

同条約は，50か国が批准後90日で発効することになっています。日本は唯一の戦争被爆国と

して，核廃絶の先頭に立ち条約への参加を果たすとともに，他国にも参加を促し，参加できな

い国もどのような条件であれば参加が可能なのか，議論を主導する国として期待が寄せられて

います。 

長崎市の田上富久市長は平和祈念式典で，「世界から核兵器をなくそうと積み重ねてきた人

類の努力の成果が次々と壊され，核兵器が使われる危険性が高まっている」と指摘し，「唯一

の戦争被爆国の責任」として同条約への署名，批准を強く迫りました。また，広島市の松井一

實市長も平和記念式典で，「日本政府には唯一の戦争被爆国として，核兵器禁止条約への署

名・批准を求める被爆者の思いをしっかりと受け止めていただきたい」と述べました。 

2017年には核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）がノーベル平和賞を受賞したものの，

その後米国とロシアのＩＮＦ（中距離核戦力）全廃条約の失効，ＮＰＴ（核不拡散条約）再検

討会議の状況，核兵器の近代化の進展など，核兵器廃絶に向けた動きは今，世界的に停滞して

います。今こそ日本が，米国の核の傘や核抑止力に依存するのでなく，核兵器廃絶に向けた強

いイニシアチブを発揮するときです。そして，核のない世界を目指す姿勢を積極的に発信し，

核使用禁止の国際的機運を高め，核兵器禁止条約を締結すべきです。 

よって，福岡市議会は，国会及び政府が，速やかに核兵器禁止条約を締結されるよう強く要

請します。 

以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和 年 月 日 

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，外務大臣， 

内閣官房長官 宛て 

議 長 名 

資料９

11



意見書案第 15 号 

核兵器禁止条約第１回締約国会議への日本政府のオブザーバー参加を求める意見書案 

上記の意見書案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

令和３年10月８日 

福 岡 市 議 会 

議長 伊 藤 嘉 人 様 

提出者 福 岡 市 議 会 議 員 

勝 山 信 吾 尾 花 康 広 堀 本 わかこ 

松 尾 りつ子 はしだ 和 義 森   あやこ 

倉 元 達 朗 田 中 たかし 近 藤 里 美 

核兵器禁止条約第１回締約国会議への日本政府のオブザーバー参加を求める意見書 

史上初めて核兵器を違法化した核兵器禁止条約が成立し，批准国・署名国が増え続ける中，

今年１月，同条約は発効しました。核兵器のない世界の実現へ向け，世界中の人々の期待が高

まりつつあります。 

同条約の第８条では，核軍縮や期限を定めた核兵器の廃止などの措置を協議する「締約国会

議」の開催について定められ，同条第２項で規定された第１回締約国会議が来年３月にオース

トリアのウィーンで開かれます。締約国会議には同条約の締約国でない国に対してもオブザー

バーとして出席するよう招請することが同条第５項に定められており，既に国連事務総長は日

本政府にも出席を招請しました。

第１回締約国会議で議長を務めるオーストリア外務省の軍縮局長は，「第１回締約国会議で，

核兵器の人道的結末とリスクへの認識を再び高めるような強力な政治的メッセージを発信した

い」と表明しており，同条約をいまだ締約していない国も出席した上で，同会議が核兵器の人

道的結末とリスクへの認識を高めるという点で成功することは，核軍縮・核廃絶の進展にとっ

て大きな意義があります。 

日本は同条約の未締約国であり，同会議へ参加する場合にはオブザーバーとして参加するこ

とになりますが，同条約では核兵器の使用などにより被害を受けた者への援助及び汚染された

地域の環境の修復について定められており，この点において，唯一の戦争被爆国である日本の

政府が同会議に参加して積極的な役割を果たし，「核兵器の人道的結末とリスクへの認識を再

び高める」よう貢献することが期待されています。 

よって，福岡市議会は，政府が，核兵器禁止条約の第１回締約国会議にオブザーバーとして

参加されるよう強く要請します。 

以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和 年 月 日 

内閣総理大臣，外務大臣，内閣官房長官 宛て 

議 長 名 

資料１０

12



意見書案第 ６ 号 

非核三原則の堅持及び核兵器廃絶に向けて主導的な役割を果たすことを求める意見書案 

上記の意見書案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

令和４年６月22日 

福 岡 市 議 会 

議長 伊 藤 嘉 人 様 

提出者 福 岡 市 議 会 議 員 

勝 山 信 吾 尾 花 康 広 堀 本 わかこ 

はしだ 和 義 森   あやこ 倉 元 達 朗 

田 中 たかし 近 藤 里 美 落 石 俊 則 

非核三原則の堅持及び核兵器廃絶に向けて主導的な役割を果たすことを求める意見書 

核兵器を「持たず」「作らず」「持ち込ませず」という非核三原則は、昭和46年、沖縄返還協

定の締結の承認に際し、衆議院本会議において採択されました。その後、国会では「非核三原

則を国是として堅持する」との決議が５回にわたり採択されました。また、非核三原則を指針

として、地方自治体が非核宣言を行う動きが高まり、宣言をした自治体は、都道府県を含める

と、令和４年５月25日現在で全国1,788自治体のうち1,657自治体に上っています。 

また、日本も批准している核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の締約国は191カ国・地域となり、

「核軍縮」、「核不拡散」、「原子力の平和的利用」の３つを柱に、運用検討会議を重ねつつ、Ｎ

ＰＴ体制の発展を図ってきました。新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていたＮ

ＰＴ再検討会議が、令和４年８月にニューヨークの国連本部で開催されることが決定し、本体

制の更なる発展に向けた検討が進められることが期待されています。 

現在、ウクライナに侵攻したロシアによる核兵器使用の威嚇等、現体制を揺るがしかねない

核の脅威が増す中、日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向け、国際社

会をリードしていく責務があり、その役割は重要です。 

よって、福岡市議会は、政府が、非核三原則を堅持するとともに、核兵器廃絶に向けて主導

的な役割を果たされるよう強く要請します。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和 年 月 日 

内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官 宛て 

議 長 名 

資料１１
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